
回収できる廃食用油 

◇オリーブオイル ◇菜種油（キャノーラ油） ◇紅花油 ◇コーン油 

◇ひまわり油 ◇サラダ油 ◇大豆油 ◇ごま油 

回収できない油 

◇動物性の油、固形の油 

  バター、ラード、ココナッツオイルなど 

◇食用以外の油 

機械油、灯油、エンジンオイルなど 

◇事業活動から出る廃食用油 

飲食業、食品加工業等の廃食用油 

 

回収した天ぷら油は、バイオディーゼル燃料や石けんの原料等に 

リサイクルします。リサイクルすることで、ごみの減量や資源の 

 有効活用、地球温暖化の抑制につながります。 

回収日  令和６年６月20日（木）～２5日（火） 
回収場所・時間   9：00～17：00  市役所総合案内・環境課、みらいえ、各隣保館、 

サンパル日野、こみせん比也野、黒っこプラザ 

   9：00～16：00  みどり園 （注：みどり園は、22日(土)と23日(日)を除く。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ ： 西脇市役所 環境課  電話 0795-22-3111 （内線1112） 

持ち込み方法 

◇油こし器で揚げカスなどを取り除いた後、ペットボトルに入れて持

ち寄りください。 

◇ペットボトルは、よくすすぎ水気を切ったものを使用してください。 

◇キャップは、しっかり閉めてください。 


